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● 地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に当たって  
 

高齢化、少子化、人口流失、過疎化に歯止めのかからない地域にあっては、今まさに、地域社会の崩壊

すら危惧されるところです。伊勢市も例外ではなく、この流れをくい止めることが大きな課題となってい

ます。 

  伊勢市と伊勢市社会福祉協議会では、『伊勢市地域福祉計画・地域福祉活動計画』を策定し、福祉の分野

から市民の皆さんとともに考え、行動し、この課題を乗り越えて行きたいと考えています。 

 

【背 景】 

◇ 高齢化、少子化、人口流出、高齢者一人世帯や老老介護の増加など、地域が抱える課題

が深刻化している 

◇ 近所付き合いが遠のき、地域の絆・つながりが薄くなっている 

◇ 自治会役員、民生委員児童委員、ボランティアなど、地域で見守りを担う人材が高齢化、

関わりをもつ人が減少するなど、地域を支える人の後継者を探すのが困難である 

◇ 国の社会保障の考え方が「公助・共助・自助」から「自助・共助・公助」へと変革した 

◇ 大地震、津波など大災害の発生に備え、要援護者を支援するしくみづくりが求められて

いる                                   など 

 

 

● 『地域福祉』とは･･･  
 

それぞれの地域において人々が安心して暮らせるよう、地域住民や行政・民間の社会福祉関係者

がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。 

行政や社会福祉協議会と、地域（自治会、民生委員児童委員、ボランティア、ＮＰＯなど）が

協力して、身近な地域の中で、高齢者や障がいのある人、また、子育てや家族の介護で悩んでい

る人など、誰もが元気でいきいきと安心して暮らすことができるよう、思いやりの心を育み、み

んなの力で多様化する生活課題を克服していくことが求められています。 

 

 

● 地域福祉を推進するうえで大切なこと  
 
 

 

◇ 一人ひとりが地域の中で交流を深め、住む人と地域が一体となった地域づくり 

◇ 住みよいまちをつくっていくため、隣近所に住む人、住んでいる地域のことを

もっと知り、みんなで考える 

◇ 課題に対して一人ひとりが自発的に活動し、それぞれの地域で支え合い・助け

合いのできる体制づくり 

◇ 地域の問題や将来的な問題に対して緊急度、優先度合いを整理しながら取り組む 

◇ 地域社会の変化、社会保障制度の変貌による市民生活の変革に対応できる計画、

施策の見直し 
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● 基本理念と基本目標  

 
 

基本理念 ： 『みんなの絆と“地域の力”で育む心豊かなまち』 

       ～ いきいきと安心して健康に暮らせる伊勢市を目指して ～ 

基本目標 ： （１）支え合い・助け合いによるまちづくり 

（２）安心・安全のまちづくり 

（３）地域で支える子育てのまちづくり 

（４）健やかで生きがいのあるまちづくり 

 

   

● 計画の進めかた  
 
 

(１)市民への周知、啓発 
 福祉に関する制度やサービスについて、情報発信、周知の見直

しに取り組みます。 

(2)担い手づくり 
 地域の活動で困った時、気軽に相談できる体制づくりをめざし

ます。活動できる人材の育成、活動しやすい環境を整備します。 

(３)連携の強化 
 地域の情報を共有するとともに、地域から相談のあった課題へ

の対応などは、横断的に対応できる体制をつくります。 

(４)地域ごとの取り組み 
 地域では、課題に優先順位をつけ、目標や方法を整理しながら

住民が一緒に取り組みます。 

(５)効果の確認 
 地域懇談会やアンケート調査などを実施し、計画の進捗を確認   

します。 

 

 

● 取り組むうえでの基本的な考えかた  
 

基本目標には「めざす方向」を示し、目標を達成するうえでの課題や取り組みを示しました。 

また、ＰＤＣＡ（Plan－Do－Check－Action）サイクルを活用し、次のような考え方で取り組みます。 

 

(１)市や社会福祉協議会、自治会組織や地区みらい会議、老人会や子ども会などの地域の団体、ボラン

ティアやＮＰＯなど、担い手それぞれの取り組みを整理します。 

(２)取り組む際には、「すぐに取り組めること・インフラや制度整備を伴うもの・時間をかけて取り組

むこと」など、取り組む内容の優先度、目標達成時期、役割分担などを皆で議論し決めます。 

(３)決めたことを地域内、団体間で情報共有します。 

(４)取り組みの途中では、必要に応じ、進め方や課題を見直します。 

(５)取り組みが終了したら、必ず振り返りを行い、皆で達成度合いや問題点などを議論し、その結果を

次の取り組みに活かします。 

 

 

 

Plan     Do    Check   Action 

（計画する）  （実行する） （検証・確認する） （改善する） 
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 ●基本目標と具体的な取り組み 

 

基本目標（1） 支え合い･助け合いによるまちづくり 

 

① 地域でのふれあいや交流の活性化 

（課 題） 

◇ご近所付き合いや地域内での交流の促進 

◇世代間交流の促進による地域内でのつながりの強化 

◇市民が交流できる場の確保 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●地域の世代間交流事業を支援 

●高齢者世帯などの見守り活動、児童生徒

への登下校の声かけ運動などを支援 

●ボランティアセンターの周知やコーディ

ネート機能の強化、ボランティア活動の

活性化 

（すぐに取り組めること） 

■ボランティア活動の斡旋や紹介、情報の発信、

ボランティアセンターへの登録を活性化 

■ボランティアの養成 

■地域や団体が実施する交流活動を支援 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■ボランティアセンターの機能の充実 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■空き家の有効利用を検討 

 

地 
 

 

域 

 

●高齢者世帯などへの見守り活動や声かけ 

●趣味を通じた交流の場づくり 

●自治会同士の交流 

●幅広い年代、誰もが集える機会づくり 

●民生委員児童委員の活動と自治会組織、

老人会や子ども会、その他団体の連携、

協力 

●各地域の団体、ボランティアなどと連携、

ボランティア活動への参加 

●近所付き合いを深める 

●近所同士で子育てなどの情報交換。 

 

（すぐに取り組めること） 

■「おはよう、お帰り」など、隣近所、仲間うち

の声かけ 

■回覧板を回すときの声かけ 

■できるだけ学校や地域の行事に参加 

■スポーツ大会、高齢者と子どもの食事会、親

子体験教室、映画会などの開催 

■おじいちゃん、おばあちゃんに生活の知恵を

教えてもらったり、体験を聞ける場づくり 

■公民館や集会所などでみんなが一緒に過ごせ

る機会づくり 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■活用できる空き家の情報を収集 
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② 地域の中の支え合い・助け合い・かかわり合いの意識づくりと活動の促進 

（課 題） 

◇福祉の意識づくり 

◇地域福祉にかかわるリーダーの育成や人材の確保 

◇地域活動への関心を高め、参加の促進 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●学校教育や生涯学習などを通じ、子ども

から大人まで、福祉に対する意識の向上 

●地域のさまざまな団体の活動内容など

を情報発信 

●若い世代が地域の活動にかかわれない

実態の解消 

●地域活動に取り組む人の養成 

●地域活動に参加しやすい環境整備 

（すぐに取り組めること） 

■小中学校からの授業でボランティアや福祉に 

ついての教育を活性化 

■地域懇談会を実施し、地域の課題を集約 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■企業や事業所、商工会議所などに、労働者が  

地域活動に参加することへの理解の働きかけ 

 

地 

域 

 

●若い世代の地域への関心、意識 

●各団体の活動の情報を発信し、参加を

呼びかけ 

●地域の福祉活動への参加 

 

（すぐに取り組めること） 

■避難訓練などを通じ、各団体、住民こぞって  

地域活動に参加することを呼びかけ 

 

 

③ 地域の中での見守り体制の充実と見守りをする人の育成、確保 

（課 題） 

◇地域での見守り体制の充実 

◇虐待やＤＶに身近な地域で対応するための仕組みづくり 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●地域での見守り体制の充実 

●民生委員児童委員の活動、育成を支援 

●虐待やＤＶについて、相談体制の充実

や関係機関の連携強化 

 

（すぐに取り組めること） 

■見守りボランティアの養成 

■虐待やＤＶについての相談窓口の周知 

地 
 

 

域 

 

●虐待やＤＶについての知識を身に付け、

早期発見及び未然防止 

●民生委員児童委員の活動と自治会組織、

老人会や子ども会、その他団体の連携、

協力 

●地域で困りごとを相談し合える関係づ

くり 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■青パト活動などの防犯活動の実施 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■住民に参加の呼びかけ 

■福祉委員など支える人の養成 
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基本目標（２） 安心・安全のまちづくり 

 

① 福祉サービスの充実、相談体制の充実 

（課 題） 

◇見える福祉の実現 

◇充実した福祉サービスの提供 

◇地域住民と福祉サービスを結びつけるパイプ役機能の確保 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●サービスの必要な人への適切な情報提供 

●新たな福祉ニーズの把握とその対策に

ついて検討 

●在宅福祉による家族の介護疲れの解消

につながるような取り組み 

●地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支

援事業）や成年後見制度の周知、利用促

進 

●生活困窮者対策 

 

（すぐに取り組めること） 

■広報などを活用したわかりやすい情報発信 

■アンケート、地域懇談会などを通じた住民ニ

ーズの把握 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■社会福祉協議会へのＣＳＷ（コミュニティソ

ーシャルワーカー）の配置 

■市内地域に総合相談窓口の設置 

地
域 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

●民生委員・児童委員や自治会活動を通じた見守り体制の充実 

 

 

 

② 防災・防犯対策の推進、災害時要援護者支援制度の確立 

（課 題） 

◇災害時の準備を整え、迅速な対応ができるような体制づくり 

◇子どもや高齢者、障がいのある人などが犯罪に巻き込まれない地域づくり 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●災害時要援護者名簿登録の促進 

●要援護者が迅速かつ安全に避難できるよ

うな体制づくり 

●災害ボランティアセンター運営の体制

確立 

●地域の防犯活動の支援 

●空き家対策 

（すぐに取り組めること） 

■要援護者の受け入れについて、施設・事業所  

と協定の締結 

■災害ボランティアの養成 

■不審者情報や悪質商法などの情報の提供 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■災害時要援護者名簿登録に基づく個別避難プ

ランの作成 

■防犯灯設置などの環境整備 

■空き家対策の方針やきまりの整備 
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地 
 

域 

 

●日頃から地域の声かけ 

●自治会、自主防災組織、民生委員児童

委員など地域内の連携 

●災害発生時に要援護者の安否確認が 

できる協力体制づくり 

●日常の見守り活動 

●学校、ボランティア、警察、保護者の

連携・関係づくり 

（すぐに取り組めること） 

■自主防災活動、災害時要援護者も参加する防

災訓練の実施 

■防災訓練、防犯パトロールに住民が積極的に

参加 

■地域ぐるみで登下校時の声かけ運動 

■地元の災害・防犯ボランティアの募集 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■地域内の緊急連絡網の作成 

■「こどもを守る所」の設置に協力 

 

 

 

③ 安心して住み、外出できる環境づくり 

（課 題） 

◇高齢者や障がいのある人、誰でも外出しやすい移動手段の確保 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市
や
社
協 

●高齢者や障がいのある人などへの交通

機関利用の支援 

●買い物、ゴミ出しなどに困った人への 

生活を支える仕組みの支援 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■おかげバスの運行ルートや運行本数の見直し 

地 
域 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■買い物お助け隊などの取り組みを実行 

■地域内バスの運行の検討 

 

 

 

④ 医療体制の充実 

（課 題） 

◇医療体制の充実 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●救急医療体制をみんなで支える意識啓発 

●医療機関との連携強化 

●地域包括ケアシステムによる医療と福祉

の連携体制をつくる 

 

（すぐに取り組めること） 

■かかりつけ医を持つことの啓発 

■救急医療のかかり方などを啓発し、救急医療

体制を維持 

■コンビニ受診や、救急車をタクシー代わりに

しないことの啓発 
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（時間をかけて取り組むこと） 

■医師会や福祉施設などに働きかけ、医療機関

と福祉サービスの連携がスムーズに行える体

制を整備 

 

地 
 

域 

 

（すぐに取り組めること） 

■日頃から、かかりつけ医と「顔の見える関係」づくり 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■地域活動にまちの医療機関の参加の呼びかけ 

 

 

 

基本目標（３） 地域で支える子育てのまちづくり 
 

① 安心して子どもを産み、育てられる環境づくり 

（課 題） 

◇地域で子育てを支えるための支援体制の充実 

◇子育て支援に関する情報の提供 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●地域で安心して子育てができるよう、

子育てサロンや障がい児サロンなどの

居場所づくり、各関係機関の充実 

●保護者同士の交流の場づくり 

●共働き家庭の子育てを支援 

●こども会活動への支援 

●ホームページや広報などでの市内の子

育て支援に関する情報の提供 

●雇用の場を確保するための働きかけ 

（すぐに取り組めること） 

■子育て支援センターを利用しながら親同士の 

つながりを支援 

■子育てサロンや障がい児サロンなどの充実 

■子育て講演会などの開催 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■保育所・放課後児童クラブ・子育て支援センタ

ーの充実 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■雇用の創出を視野に入れた地元企業の育成、 

働く場・企業を誘致 

 

地 

域 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■主任児童委員などの子育て相談による子育て世代への支援 

■子育てサロンや障がい児サロンなどの活動に参加し、親同士がつながる場づくり 
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② 子どもたちで学び遊べる環境づくり 

（課 題） 

◇こども会活動の活性化や交流するための機会の提供 

◇子どもが遊び、学べる場、遊び場の安全性を確保 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市

や

社

協 

●体育館や公民館などを有効に活用し、

世代間交流 

●子どもが安心して遊べる場の整備 

 

（すぐに取り組めること） 

■こども会活動の行事や交流会などへの支援 

■自治会などが管理する遊具の整備への支援 

地 

域 

 

●子どもが楽しく遊べる行事やイベントを

通じて子どもたちの交流の機会づくり 

●子どもたちに地域のことを知ってもらう

機会づくり 

●地域の遊び場の情報提供 

（時間をかけて取り組むこと） 

■こども会活動の活性化 

■見守りボランティアの募集 

■公民館などの施設の開放 

■遊び場マップなどの作成 

 

 

 

③ 子どもたちが安心して健やかに成長できる環境づくり 

（課 題） 

◇子どもの安全を確保し健やかに成長できる環境づくり 

◇食を通じた地域内での交流、地域のことを学ぶ機会づくり 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 
や 

社 

協 

●学校や地域の団体などとの連携のもと、

地域での見守り体制の充実 

●学校給食などを通じ、子どもたちへの

食育の推進 

●食育に知識があるボランティアと連携

を図り、活動の場の提供 

●地域での食育推進活動の支援 

 

（すぐに取り組めること） 

■不審者情報の提供 

■定期的なパトロールの実施 

■防犯活動をするボランティアの養成 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■学校での防犯、交通安全教育の充実 

地 
 

域 

 

●登下校時の声かけなど、地域での子ども

の見守り、声かけ活動への協力 

●学校と連絡を取り合う 

●食を通じ、子どもたちが地域のことを

学ぶ機会づくり 

 

（すぐに取り組めること） 

■親と子どもが近所を一緒に歩き、危険箇所を

学ぶ機会づくり 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■施設や事業所に「こどもを守る所」の設置に  

協力を依頼 

■地域の特性（農業・漁業等）、郷土食などの伝

統料理、地域の特色や歴史を子どもに伝える

場づくり 
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基本目標（４） 健やかで生きがいのあるまちづくり 
 

① 高齢者や障がいのある人が生きがいをもって活動できる場や機会づくり 

（課 題） 

◇高齢者の交流の場や機会の確保 

◇障がいに対する理解の促進やボランティアによる支援、交流の場づくり 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●高齢者の交流促進 

●高齢者の外出機会の促進 

●高齢者対象の生きがい活動等、講座の

充実 

●障がいのある人同士の交流や、障がい

のある人とない人の交流 

●障がいのある人が集える事業の充実 

●障がい者団体・施設等の活動の支援 

 

（インフラや制度整備を伴うもの） 

■公共施設を有効に活用 

■高齢者サロンや高齢者会食サービスなどを 

充実 

■障がい者サロンの充実 

地 
 

域 

●高齢者の交流できる場や機会づくり、

活動への協力 

●障がいのある人が参加しやすい交流の

場や機会づくり 

●障がいについての理解を深める 

 

（すぐに取り組めること） 

■高齢者サロンや会食会などで仲間づくり 

■まつり、作品展や発表会、スポーツ、音楽や  

踊り、絵画などの趣味を活かせる場づくり 

■施設入所者と住民との交流 

 

 

② 健康づくりの推進 

（課 題） 

◇地域に住む人の健康意識の高揚と交流の促進 

◇既存施設の活用や各団体などと連携し、健康づくりに取り組める機会や場の確保 

◇自分自身の体に関心をもち、健康管理を行うことができるよう、さまざまな機会

を通じて健康診断受診の呼びかけ 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 

協 

●健康づくりに関する情報発信、啓発 

●地域における健康づくり活動のリーダ

ーとなる人材の育成、ボランティアの

養成 

●介護予防のための健康づくりを支援 

●健康づくりを継続して実践するための

場、環境づくり、各種スポーツ大会、

地域の健康活動などを支援 

●健（検）診についての情報提供と受診

勧奨 

（すぐに取り組めること） 

■広報やケーブルテレビなどで、年代に応じた 

健康づくりの情報の発信 

■地域に出向き、健康づくりについての講話の 

実施 

■いつでも実践できるウォーキングなどの講座 

開催 

■地域とウォーキング大会など健康増進のため

のイベント開催に協力 
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地 
 

域 

 

●身近な場所で気軽に体を動かせる機会 

 や、健康に関する講座や講話の機会づくり 

●一人暮らし高齢者などに、健康診断に

ついての情報提供の場づくり 

●健康づくりに関する講座などへの参加 

 

（すぐに取り組めること） 

■幅広い世代が参加できるような講座、運動会、

ラジオ体操やウォーキングなどイベントの実施 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■地域の医師などの講話会の開催 

 

 

③ 高齢者や障がいのある人の社会参加や就労の促進 

（課 題） 

◇高齢者の地域活動や社会参加の促進 

◇高齢者への就労支援 

◇障がいのある人への理解の促進 

◇障がいのある人の社会参加の促進 

◇障がいのある人への就労支援 

 （取 り 組 み） （具体的な取り組み事例） 

市 

や 

社 
協 

●高齢者が地域活動などに参加できる 

よう、情報提供 

●地域活動を行う高齢者と各種団体を 

コーディネート 

●地域活動やボランティア活動の情報発信

とボランティアの養成 

●シルバー人材センターや公共職業安定

所（ハローワーク）、企業などの協力の

もと、就労に関する情報提供や相談支援 

●ノーマライゼーションの理念を浸透 

させていく啓発 

●障がいのある人が社会参加しやすいよ

う、障がいのある人をサポートする人を

増やすとともに、社会参加の機会の拡充 

●関係機関と連携して社会参加のサポート 

●障がいのある人がその人に応じた就労

ができるよう、働く場の確保や情報提供 

（すぐに取り組めること） 

■老人クラブ活動などの支援 

■各小中学校、高校で福祉教育の活性化 

■障がいのある人やその家族への相談窓口の 

充実 

■相談機関を分かりやすく周知 

■各種講座の実施や社会参画のための活動の 

支援 

 

（時間をかけて取り組むこと） 

■障がいのある人の就労に関する相談体制の 

充実 

■手話通訳者など、障がいのある人をサポート 

する人の養成 

■公共職業安定所など関係機関と連携し、障が

いのある人の雇用機会の拡大 

地 
 

域 

 

（すぐに取り組めること） 

●老人クラブなど高齢者や障がいのある人・団体の地域活動に協力 

●地域行事などへの参加の呼びかけ 

●地域づくりやボランティア活動への住民の積極的な参加 

（時間をかけて取り組むこと） 

●行政や社会福祉協議会、関係団体と一緒に、障がいについての正しい理解と認識を深める 

●啓発活動への協力 
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関係機関の一覧 

（市役所の各所管課） 

担当する課 内   容 連 絡 先 

医療保険課 
障害者、65歳以上障害者、こども、一人親家庭等の医

療費助成、出産育児一時金・葬祭費の審査支給、高額

療養費資金・出産資金貸付に関することなど 

（福祉医療係） 
☎21-5554 

介護保険課 

介護保険認定に関することなど 
（介護認定係） 
☎21-5647 

各種介護保険サービスに関することなど 
（介護給付係） 
☎21-5560 

地域包括支援センター、高齢者の権利擁護、地域支援

事業、在宅介護支援センター、総合相談に関すること

など 

（地域包括支援係） 
☎21-5583 

こども課 

保育所への入所に関することなど 
（保育係） 
☎21-5579 

放課後児童クラブ、ファミリーサポートセンター事

業、病児・病後児保育事業、児童手当、児童扶養手当、

母子家庭相談、母子生活支援施設への入所に関するこ

となど 

（こども育成係） 
☎21-5561 

子育て支援ショートステイ、助産施設への入所子育て

相談、児童虐待相談、女性相談に関することなど 

（こども家庭相談センター） 
☎21-5716 

児童発達支援・放課後等デイサービスに関することな

ど 

（おおぞら児童園） 
☎20-4755 

高齢・障がい福祉課 

障害者手帳の交付、補装具、日常生活用具、住宅改修

費の給付、訪問入浴など各種サービス、地域生活支援、

通所支援、自立支援医療制度に関することなど 

（障がい福祉係） 
☎21-5558 

高齢者デイサービス、配食、軽度生活援助、ホームヘ

ルパー派遣、養護老人ホーム短期宿泊、訪問理美容サ

ービス、リフト付タクシー利用、寿バス乗車券、成年

後見制度、敬老会、老人クラブに関することなど 

（高齢福祉係） 
☎21-5559 

健康課 

妊婦健診、母子手帳交付、乳幼児の子育て相談、予防

接種、成人健康相談、各種がん検診、特定保健指導、

各種介護予防教室、地域医療、感染症予防に関するこ

となど 

☎27-2435 

生活支援課 生活保護の申請、相談に関すること ☎21-5556 

福祉総務課 
民生委員・児童委員、保護司、災害見舞金、旧軍人恩

給、遺族会に関することなど 
☎21-5557 

市民交流課 
自治会、地区みらい会議、ボランティアなど市民活動、

災害ボランティアセンターに関することなど 
☎21-5549 

教育委員会 

小中学校への転入学、通学区、就園及び就学、特別支

援教育に関することなど 

（学校教育課） 
☎22-7881 

小中学生の不登校、いじめ、学習、生活習慣に関する

相談、教育支援センター｢ＮＥＳＴ｣に関することなど 

（教育研究所） 
☎22-7900 

幼稚園への入園、就学援護、高校生・高等専門学校生・

大学生の奨学金制度など 

（教育総務課） 
☎22-7875 

危機管理課 
災害対策本部の統括、気象情報等の収集・伝達、防災

知識の普及・啓発、自主防災組織、防犯意識の啓発、

防犯灯の維持管理に関することなど 

☎21-5523 
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（関係機関） 
 

団 体 等 連 絡 先 内    容 

伊勢市民生委員・児童委員協議会連合会 
岩渕１丁目 7-29（福祉総務

課内）☎ 21-5557 

身近な相談者として、行政や社会福祉協議会、

その他の関係機関とのパイプ役。 

 

伊勢市社会福祉
協議会 

本所 
御薗町長屋 2767 

☎20-8610 

地域福祉活動の推進、小地域のネットワーク

づくり、ボランティアの支援と福祉教育、総

合相談支援、災害ボランティアセンターの運

営など。 

伊勢支所 
八日市場町 13-1 

☎27-2425 

二見支所 
二見町茶屋456-2 

☎43-5551  

小俣支所 
小俣町元町536 

☎20-5055 

御薗支所 
御薗町長屋 2767 

☎22-6617  

地 域 包 括 支 援 
センター 

伊勢市 東 
二見町三津855（ふたみｼﾙ

ﾊﾞｰｹｱ豊壽園内）☎44-1165 介護や健康、福祉に関する相談、介護の必要

度が比較的軽度な要支援者、要支援・要介護

状態になるおそれのある人の介護予防支援、

高齢者の権利擁護、虐待への対応など、保健

師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなど専

門職が相談に応じる。 

伊勢市 中部 
八日市場町13-1（社協伊勢

支所内）  ☎27-2424 

伊勢市 南 
二俣町577番地9（神路園

内）    ☎21-0080 

伊勢市 西 
小俣町元町536（社協小俣

支所内）  ☎20-5055 

在 宅 介 護 支 援 
センター 

双寿園 
河崎3-15-33  

☎23-9231  

在宅介護に関する電話または面接による相談

（24時間対応）、訪問による在宅介護の相談

および支援、公的な保健・介護予防サービス

の紹介、調整介護機器の展示および紹介、住

宅改修等の相談など 

白百合園 
上地町3130   

☎27-1511 

山咲苑 
楠部町若ノ山2605-13 

☎23-8000 

正邦苑 
村松町3294-1  

☎38-1800 

みなと 
神社港262-1  

☎35-0811 

楽寿苑 
馬瀬町1065  

☎31-0050 

二見ふれあいプラザ 
二見町茶屋456-2  

☎43-4423 

小俣 
小俣町元町536  

☎27-1155 

養護老人ホーム 

万亀会館 
二俣町577-1   

☎24-5052 
おおむね65歳以上で、環境上の理由及び経済

的な理由により、家庭において生活すること

が困難な人が入所。 高砂寮 
小俣町宮前38   

☎22-1045 

介護相談員 

介護保険課 介護給付係 

☎21-5560 

サービス利用者の疑問や不満などを受け付

け、サービス提供事業者や行政に橋渡し。 
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団 体 等 連 絡 先 内    容 

地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支
援事業） 

伊勢地域権利擁護センター

（社協伊勢支所内） 

☎20-8618 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者

など判断能力に不安のある人の、福祉サービ

ス利用申請の手伝い、日常的な金銭管理、印

鑑や通帳など大切な書類預かりを引受け。 
 

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

子育て支援センターきらら館 
常磐2丁目4-40  

☎22-5592  

親子の交流する場の提供および相談・指導等

により子育て不安の解消。 

育児講座の開催、栄養と健康に関する相談を

受けたり、育児に関する情報の提供など子育

て支援。 

小俣子育て支援センター 
小俣町元町536    

☎22-7871 

子育て支援センター明倫保育所 
吹上2丁目11-42   

☎28-6775 

子育て支援センター二見浦保育園 
二見町荘2068-1   

☎43-2261 

子育て支援センターしごうこども園 
一宇田町891-1   

☎25-6160 

一
時
保
育
事
業 

保育所きらら館 
常磐2丁目4-40   

☎21-4555  

保護者の傷病・入院・災害・事故・育児疲れ

の解消などのための保育所に入所していない

お子さんの一時的な預かり。利用料は年齢に

より異なる。 

小俣子育て支援センター 
小俣町元町536   

☎22-7871 

しごうこども園 
一宇田町891-1   

☎25-6160 

修道こども園 
楠部町48-40    

☎28-1565 

育 

児 

相 

談 

子育て支援センターきらら館 
常磐2丁目4-40  

☎22-5592  

子育ての悩みや不安などの相談に保育士が相

談に応じる。 

※各公立保育所（園）においても実施 

小俣子育て支援センター 
小俣町元町536    

☎22-7871 

子育て支援センター明倫保育所 
吹上2丁目11-42   

☎28-6775 

子育て支援センター二見浦保育園 
二見町荘2068-1   

☎43-2261 

子育て支援センターしごうこども園 
一宇田町891-1   

☎25-6160 

大世古保育所 
大世古4丁目2-13 

☎25-3676 

ファミリー・サポート・センター事業 

岩渕 2-3-13（ＮＰＯ法人三

重みなみ子どもネットワ

ーク）    ☎28-5692 

育児の手助けができる人と、育児の手助けが

必要な人を登録し、依頼に応じて提供会員を

紹介。 

 

病児・病後児保育事業 

病児保育エンゼル 

河崎 1-12-12 ☎20-6512 

病気回復期の保育所など通所児童が、集団保

育が困難かつ保護者の勤務などにより家庭で

育児ができない場合の一時的な預かり。 
 

子

育

て
支

援

シ
ョ
ー

ト 

ス
テ
イ
事
業 

児童養護施設 精華学院 
吹上 2-5-41  

☎28-2678 保護者の疾病その他の社会的な事由などによ

り、児童が家庭で養育を受けることが一時的

に困難となった場合、または経済的な理由な

どにより母子を緊急一時的に保護することが

必要な場合、一時的に養育、保護。 

天理教三重互助園 
倭町 30-1    

☎63-6200 

母子生活支援施設サラナ 

吹上 2-5-41    

☎28-2678 
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団 体 等 連 絡 先 内    容 

放課後児童クラブ 

市内 25箇所 

（問合せ）こども課こども

育成係    ☎21-5561 

保護者が就労などにより、昼間、家庭にいな

い小学校低学年の児童を中心に、授業終了後

に遊びや生活の場を与える。 

 

児童館・児童センター 

公立 6箇所・民間 1箇所 

（問合せ）こども課こども

育成係    ☎21-5561 

児童に健全な遊びと運動などの指導、母親ク

ラブ、子ども会などの地域組織活動を育成。 

障害者支援センター ブレス 
（伊勢志摩就業・生活支援センター） 

岩渕 2丁目 4-9 

☎20-6525 Fax 20-6535 

breath@mie-saibi.or.jp 

障がい者の就業、日常生活・社会生活上の相

談・支援、職場訪問、家庭訪問等を通じた指

導、 助言。 

障害者総合相談支援センター フクシア 

岩渕 2丁目 4-9 

☎21-3633  Fax 20-6535 

fuchsia@soudan-ise.jp 

総合相談支援、障がいのある人への虐待防止

や早期発見のための通報を受付け。 

障害児放課
後支援事業 

くじらキッズ 

黒瀬町562-3（重度身体障

害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰくじら

内） ☎20-8455 

放課後や学校の長期休業期間（夏休みなど）

に、市内２カ所（くじらキッズ、フレンズ）

で障がいのある子ども（小学１年～特別支援

学校高等部３年）の一時預かり。 フレンズ 
小俣町元町536（小俣保健

センター２階）☎65-6613 

伊勢市ボランティアセンター 

伊勢市災害ボランティアセンター 

御薗町長屋2767（社協本所

内）    ☎63-6370 

ボランティア活動をしたい人とボランティア

に来てほしい人との橋渡し、ボランティア活

動のきっかけづくりとしての各種講座等、ボ

ランティア情報の提供、相談、ボランティア

登録、ボランティア保険加入の斡旋など。 

 

※災害ボランティアセンターは、日頃から各

種団体と連携して支援活動ができるよう常設

型として設置。災害が発生した際、災害に応

じた被災者支援活動。 

伊勢市ボランティアセンター伊勢分室 
八日市場町13-1（社協伊勢

支所内）  ☎27-2425 

伊勢市ボランティアセンター二見分室 
二見町茶屋456-2（社協二

見支所内） ☎43-5551 

伊勢市ボランティアセンター小俣分室 
小俣町元町536（社協小俣

支所内）  ☎27-0509 

伊勢市ボランティアセンター御薗分室 
御薗町長屋2767（社協御薗

支所内）  ☎22-6617 

いせ市民活動センター 

岩渕１丁目2-29 

☎20-4385  FAX 20-4386 

skc@e-ise.net 

市民が自主的に行う営利を目的としない公共

のための活動（※市民公益活動）を支援、市

民の交流の場の提供 
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